
岡崎市優良建築物等整備事業費補助金交付要綱

（目的）

第１条 この要綱は、岡崎市市費補助金等に関する規則（昭和34年岡崎市規則第３

号。以下「補助金規則」という。）に定めるもののほか、優良建築物等整備事業制

度要綱（平成６年６月23日建設省住街発第63号。以下「制度要綱」という。）及び

市街地再開発事業等補助要領（昭和62年５月20日建設省住街発第47号。以下「国

の要領」という。）に基づき、市街地の環境の整備改善及び良好な市街地住宅の供

給に資するため、土地利用の共同化又は高度化等に寄与する優良建築物等の整備

を行う事業に対して、予算の範囲内において岡崎市優良建築物等整備事業費補助

金（以下「補助金」という。）を交付することにより、公共の福祉に寄与すること

を目的とする。

（定義）

第２条 この要綱における用語の意義は、補助金規則、制度要綱及び国の要領に定

めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

 ⑴ 優良建築物等整備事業  

制度要綱第２に定めるもののうち、次の各号に定めるものをいう。

ア 優良再開発型共同化タイプ

制度要綱第２第三号において定義する優良再開発型優良建築物等整備事業

のうち、共同化タイプをいう。

イ 優良再開発型市街地環境形成タイプ

制度要綱第２第三号において定義する優良再開発型優良建築物等整備事業

のうち、市街地環境形成タイプをいう。

ウ 都市再構築型

制度要綱第２第十二号において定義する都市再構築型優良建築物等整備事

業における人口密度維持タイプのうち、中心拠点区域内において、中心拠点

誘導施設の整備を行うものをいう。

 ⑵ 施行者  

優良建築物等整備事業を施行する者をいう。

⑶ 補助事業  

この要綱の定めるところにより、補助金の交付の決定を受けた優良建築物等

整備事業をいう。

（補助対象区域）

第３条 補助金の交付の対象とする区域は、岡崎市立地適正化計画に位置付けられ

た都市機能誘導区域のうち、別表１に定める区域とする。



（交付対象事業及び交付対象者）

第４条 補助金の交付の対象とする事業は優良建築物等整備事業とし、施行者を交

付の対象者とする。

（補助対象事業費）

第５条 優良再開発型共同化タイプ及び市街地環境形成タイプの補助の対象とする

事業費は、国の要領第３第３項に掲げるもののうち、次の各号に掲げる項目の費

用とする。

⑴ 調査設計計画 

ア 基本構想作成費

イ 事業計画作成費

ウ 地盤調査費

エ 建築設計費

⑵ 土地整備 

ア 建築物除却等費

イ 補償費等

⑶ 共同施設整備 

ア 空地等整備費

イ 供給処理施設整備費

ウ その他の施設整備費

２ 都市再構築事業の補助の対象とする事業費は、国の要領第３第３項に掲げるも

ののうち、次の各号に掲げる項目の費用とする。

⑴ 調査設計計画 

ア 事業計画作成費

イ 地盤調査費

ウ 建築設計費

⑵ 土地整備 

ア 建築物除却等費

イ 補償費等

⑶ 共同施設整備 

ア 空地等整備費

イ 供給処理施設整備費

ウ その他の施設整備費

⑷ 用地取得 

ア 用地取得費（制度要綱第２第二十五号に定める負担増分用地費を含む）

⑸ 専有部整備 



ア 専有部整備費

３ 都市再構築事業であって、制度要綱第５第３項第一号に掲げる事業について

は、第２項各号に掲げる費用のうち調査設計計画費及び賃借料を除いた額に100

分の120を乗じて得た額を事業に要する費用とみなして限度額を算出することが

できる。

（建築物及びその敷地の基準）

第６条 優良建築物等整備事業に係る建築物及びその敷地の基準は、次の各号に適

合するものでなくてはならない。

 ⑴ 優良再開発型共同化タイプにおいては、制度要綱第４第一号及び第六号から第

九号に適合するもの

⑵ 優良再開発型市街地環境形成タイプにおいては、制度要綱第４第一号及び第六  

号から第九号並びに別表２に定める事項に適合するもの

⑶ 都市再構築型においては、制度要綱第４第三号、第四号及び第七号から第九号

に適合するもの

（補助金の額等）

第７条 補助金の額は、第５条に定める補助対象事業費を合計した額の３分の２以

内の額とする。

２ 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数

は切り捨てるものとする。

（計画協議）

第８条 優良建築物等整備事業に係る補助金の交付を受けようとする施行者は、当

該事業の計画等に係る本交付要綱第６条及び制度要綱への適合（以下「事業適合

性」という。）について、あらかじめ市長に対し協議をしなければならない。

２ 前項に定める協議は、様式第１号の岡崎市優良建築物等整備事業計画協議書（以

下「計画協議書」という。）を市長へ提出することにより行うものとする。

３ 市長は、提出された計画協議書の事業適合性を審査し、様式第２号の岡崎市優

良建築物等整備事業計画協議結果通知書（以下「協議結果通知書」という。）によ

り、施行者へ通知する。

（補助金交付の申請）

第９条 補助金交付の申請をしようとする施行者は、様式第３号の岡崎市優良建築

物等整備事業費補助金交付申請書（以下「交付申請書」という。）に関係書類を添

えて、市長に提出しなければならない。

２ 優良建築物等整備事業に係る補助金は、前条第３項に定める協議結果通知書に

おいて、事業適合性について承認を受けた施行者のみ、交付の申請をすることが

できる。



（補助金交付の決定等）

第10条 市長は、前条による交付申請書を受理した場合において、これを審査し、

補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をし、施行者

へ通知（以下「交付決定通知」という。）しなければならない。

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の

交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

３ 施行者は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した

日までに様式第４号の岡崎市優良建築物等整備事業費補助金交付申請取下届出書

を市長に提出し、申請の取下げをすることができる。この場合において、当該申

請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

（経費の配分及びその変更）

第11条 優良建築物等整備事業に係る経費の配分は、第５条第１項、第２項及び第

３項に要する経費とする。

２ 施行者が優良建築物等整備事業に係る経費の配分を変更しようとするときは、

様式第５号の岡崎市優良建築物等整備事業費補助金経費配分変更承認申請書をあ

らかじめ市長に提出しなければならない。

３ 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る書類等を審査し、

経費の配分の変更を承認したときは、施行者に通知しなければならない。この場

合の手続きについては、第10条第２項の規定を準用する。

（事業内容の変更）

第12条 施行者が補助事業の内容を変更しようとするときは、次の各号に掲げる場

合に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。

⑴ 補助金の額に変更を生じない場合  

様式第６号の岡崎市優良建築物等整備事業費補助金事業内容変更承認申請書

をあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げるもの以外の

軽微な変更についてはこの限りでない。

ア 住宅等の位置、構造型式又は階数の変更

イ 事業を施行する区域の変更

⑵ 補助金の額に変更を生じる場合  

様式第７号の岡崎市優良建築物等整備事業費補助金交付変更申請書をあらか

じめ市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の申請を受理した場合において、その内容を審査し、事業内容の

変更を承認したときは、施行者に通知しなければならない。ただし、決定する補

助金の額は、第10条により交付の決定をした補助金の額を超えないものとする。

３ 前項の手続きは、第10条第２項の規定を準用する。



（事業の中止又は廃止）

第13条 施行者は、第10条による補助金の交付の決定後において、やむを得ない事

情により当該事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかに様式第８号の岡

崎市優良建築物等整備事業費補助金市費補助事業中止（廃止）承認申請書を市長

に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の申請があった場合について、その内容を審査し、事業の中止又

は廃止を承認したときは、施行者に通知しなければならない。

３ 前項の手続きは、第10条第２項の規定を準用する。

（事業完了期日の変更）

第14条 施行者は、交付決定通知に記載された完了予定期日までに補助事業が完了

しない場合は、速やかに様式第９号の岡崎市優良建築物等整備事業完了期日変更

報告書により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

（事業遂行状況報告書）

第15条 施行者は、交付決定通知があった日（以下「交付決定日」という。）以降に

おいて、交付決定日の属する会計年度の四半期ごとに、様式第10号の岡崎市優良

建築物等整備事業遂行状況報告書を当該期間経過後速やかに市長へ提出しなけれ

ばならない。ただし、第４四半期末（３月末日）の経過後についてはこの限りで

ない。

（遂行命令等）

第16条 市長は、施行者が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従っ

て事業を遂行していないと認めたときは、当該施行者に対し、これらに従って当

該事業を遂行すべきことを命ずることができる。

（実績報告）

第17条 施行者は、補助事業が完了（以下「完了日」という。）したとき又は第13条

による補助事業の中止若しくは廃止の決定（以下「廃止日」という。）を受けたと

きは、当該補助事業の完了日若しくは廃止日から起算して14日を経過した日又は

当該補助事業の完了日若しくは廃止日の属する会計年度の３月末日のいずれか早

い日までに、様式第11号の岡崎市優良建築物等整備事業費補助金市費補助事業実

績報告書（以下「実績報告書」という。）を市長に提出しなければならない。

２ 施行者は、補助事業が複数年度にまたがるときは、毎年度の４月10日までに前

年度の様式第12号岡崎市優良建築物等整備事業費補助金市費補助事業年度終了実

績報告書（以下「年度終了報告書」を市長に提出しなければならない。

（補助金の額の確定）

第18条 市長は、前条第１項に定める実績報告書及び前条第２項に定める年度終了

報告書が提出され、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補



助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認

めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、施行者に通知する。

２ 前項による補助金の額の確定は、第10条により交付の決定をした補助金の額を

超えない範囲で行うものとする。

（補助金の交付）

第19条 補助金は、補助事業の完了後において、前条の規定により確定した額を交

付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため必要があ

ると認められるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することがで

きる。

２ 前項に定める補助金の概算払を受けようとする施行者は、様式第13号による岡

崎市優良建築物等整備事業費補助金概算払申請書（以下「概算払申請書」という。）

を市長に提出しなければならない。

３ 市長は、提出された概算払申請書を審査し、概算払による補助金の交付を承認

したときは、施行者へ通知する。

４ 施行者は、第１項による補助金の交付を受けようとするときは、市長に対して

請求書を提出しなければならない。ただし、概算払による補助金の交付を受けよ

うとするときは、前項に定める通知を受けなければならない。

５ 第１項に基づく概算払を受けた施行者は、補助金額の確定後速やかに精算しな

ければならない。

（是正のための措置）

第20条 市長は、第17条による実績報告書の提出があった場合において、補助事業

の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認める

ときは、当該補助事業につき、これを適合させるための措置をとるべきことを施

行者に対して命ずることができる。

（交付の決定の取消し）

第21条 市長は、施行者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の

決定の全部又は一部を取り消すことができる。

⑴ 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき 

⑵ 補助事業を市長の承認なしに変更し、中止し、又は廃止したとき 

⑶ 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件又は関係法令に違反したと

き

⑷ 前条第１項の命令に従わないとき 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、速やかに

施行者へ通知しなければならない。

３ 第１項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。



（補助金の返還）

第22条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付の決定を取消した場合にお

いて、施行者の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき

は、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

２ 市長は、第18条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額

を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなけれ

ばならない。

（関係書類及び帳簿等の整備保管）

第23条 施行者は、補助事業に係る収入及び支出に関する書類並びに帳簿その他補

助事業の実施の経過を明らかにするための書類を作成し、当該補助事業の属する

会計年度の終了後10年間、整理保管しなければならない。

（指導・監督等）

第24条 市長は、補助事業の適正な施行を確保するため、施行者に対して、必要に

応じて報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査、勧告若しくは助言等を

することができる。

（財産の処分の制限）

第25条 施行者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、市

長の承認を受けないで、用途の変更、解体又は撤去処分をしてはならない。なお、

当該財産の所有者の変更がある場合には変更後の所有者についても同様とする。

ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に

定められている期間又はそれに準ずるものと認められる期間を経過した場合は、

この限りでない。

２ 市長は、前項の場合において取得財産等の処分をすることにより施行者に収入

があるときは交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることが

できる。

（委任）

第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は令和２年４月１日から施行する。ただし、附則第２項を削る改正規

定は、令和２年３月31日から施行する。



附 則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。



別表１（第３条関係）

優良再開発型

都市再構築型

共同化タイプ 市街地環境形成タイプ

東岡崎駅周辺 〇 〇※ 〇

岡崎駅周辺 〇 〇

※東岡崎駅周辺の内、岡崎市都市拠点基本計画に定める①中央緑道周辺センターコ

アエリア及び②東岡崎駅周辺センターコアエリア、③りぶら周辺商業等集積エリア

に限る。

別表２（第６条第２号関係）

基本方針 QURUWA戦略の目指す将来像（これからの100年を暮らすまち

―新しい住み方・働き方・遊び方―）の実現につながる、市

民の暮らしの質の向上、敷地単位ではなくエリアの価値向上

に資する事業であること。

必須要件 ウォーカブルな（居心地が良く歩きたくなる）まちづくりに

資するもの

・低層部へまちなかの活気や交流の創出につながる店舗・業

務機能の配置

・多様な活動を受け止めるオープンで快適な滞留空間づくり

・歩行者から見た魅力的な景観形成

選択要件

いずれか１つ以上

・新しい住み方の創出につながる取組

・新しい働き方の創出につながる取組

・新しい遊び方の創出につながる取組

・地域内経済循環の促進につながるもの

・その他、市民の暮らしの質の向上や敷地単位ではなくエリ

ア価値の向上に資する事業



別 記

文書名 要綱 様式番号

岡崎市優良建築物等整備事業計画協議書 ８条２項 １号

岡崎市優良建築物等整備事業計画協議結果通知書 ８条３項 ２号

岡崎市優良建築物等整備事業費補助金交付申請書 ９条１項 ３号

（交付決定通知） 10条１項

岡崎市優良建築物等整備事業費補助金交付申請取下届出書 10条３項 ４号

岡崎市優良建築物等整備事業費補助金経費配分変更承認申請書 11条２項 ５号

（変更承認通知） 11条３項

岡崎市優良建築物等整備事業費補助金事業内容変更承認申請書 12条１項 ６号

（変更承認通知） 12条２項

岡崎市優良建築物等整備事業費補助金交付変更申請書 12条１項 ７号

（変更承認通知） 12条２項

岡崎市優良建築物等整備事業費補助金補助事業中止（廃止）承認申請書 13条１項 ８号

（中止（廃止）承認通知） 13条２項

岡崎市優良建築物等整備事業完了期日変更報告書 14 条 ９号

岡崎市優良建築物等整備事業遂行状況報告書 15 条 10 号

岡崎市優良建築物等整備事業費補助金市費補助事業実績報告書 17条１項 11 号

岡崎市優良建築物等整備事業費補助金市費補助事業年度終了実績報告書 17条２項 12 号

（補助金の額の確定） 18 条

岡崎市優良建築物等整備事業費補助金概算払申請書 19条２項 13 号

岡崎市優良建築物等整備事業費補助金概算払承認通知書 19条３項


